
項番 質問内容 回　　答

1
作業が原則として休館日となっていますが、和式便器から洋式便器への
改修工事は1日では完了しません。休館日のみの作業とした場合、開館
日における工事中のトイレは使用不可でよろしいのでしょうか？

当委託で改修作業を実施する箇所について、作業期間中に個
室が使用不可となることは問題ありません。ただし、他の個室は
使用可とするため付近の養生は最小限としていただきます。
なお、職員用トイレについては開館日の作業も可とする予定で
す。

2

入札の参加条件の１つに「2.令和元・２年度横浜市一般競争入札有資格
者名簿（工事）において所在地区分が「市内」、工種が「管」、細目が「給
排水衛生設備工事」で等級B以上として登録が認められている者であるこ
と。」とあるが、提出書類の委託業務経歴書に工事の業務経歴を記載し
て問題ありませんか？

問題ありません。

上記委託に関し質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

設計図書《仕様書》等に関する質問書に対する回答
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